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第１章 計画の概要                              

 

１ 計画策定の目的                                   

  

 本計画は、平成 29 年 6 月に策定した「館山市公共施設等総合管理計画」を推進するため、建築

系公共施設の劣化状況等を把握し、今後の施設方向性を定めることで、改修・更新費用の平準化

や維持管理経費縮減、施設の再配置等に資することを目的としています。 

 

２ 計画の背景と位置づけ                                

  

公共施設等の老朽化が顕在化し社会問題となったことから、国は、平成 25 年に「新しく造るこ

と」から「賢く使うこと」への転換を柱とした「インフラ長寿命化計画」を策定し、平成 26 年に

は、地方公共団体に対して人口予測なども踏まえた中長期的な視点による「公共施設総合管理計

画」の策定を要請しました。 

これを受け、本市では、平成 29 年 6 月に「館山市公共施設等総合管理計画」を策定し、個別施

設ごとの具体的な対応方針を「個別施設計画」として定めることとしています。 

 

 

（計画の位置づけ） 
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３ 計画の期間について                                 

 

「令和４年度（2022）～令和 18 年度（2036)」の 15 年間とし、本書ではその第 1 期計画とし

て令和 13 年（2031）までの工程を示すこととします。 

（計画の見直しについては第 5 章３参照） 

 

４ 計画の対象施設                                   

 

No. 施設名称 所在地 

1 有害鳥獣焼却処理施設 出野尾 534-1 
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第２章 施設マネジメント                                 

 

１ 老朽化の現状                                     

 

≪簡易評価≫ 

施設名称 
耐用 

年数 

築 

年数 

屋根 

屋上 
外壁  

内部 

仕上げ 

電気 

設備 

機械

設備 

健全

度 

有害鳥獣焼却処理施設 31 0 A A A A A 100 

※築年数は令和５年 4 月１日時点の年数を記載しています。耐用年数超は赤字としています。 

※学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（H29.3）に準じて簡易調査及び評価を実施していま

す。 

※調査項目・方法については、解説書に準じ、屋根・屋上、外壁、内部仕上げ、電気設備、機械設

備とし、目視、ヒアリング等による調査となります。各調査項目において、A～D の簡易評価を

行い、健全度を算出します。 

※屋根には軒の出、庇を含みます。外壁にはサッシ類を含みます。電気設備・機械設備は配管類

となります。 
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（学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（H29.3 月）より抜粋） 
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２ 対策の優先順位「点検・修繕、改修、適正配置等の基本的な考え方」                             
 

日常的に不具合箇所の把握に努め、劣化の度合いが小さいうちに対応することで、維持管理経
費の縮減に努めます。 

法定点検による指摘事項等については、速やかな是正に努めます。 
指摘事項や各種調査結果等の是正に係る内容が、修繕や軽微な改修で対応できない場合、利用

者の安心安全を第一に、必要に応じて施設の立入制限等を実施し、関係課と調整のうえ、改めて
施設の方向性について検討します。 

日常点検等において、利用者に危害を及ぼすおそれや施設運営に支障をきたすおそれが、明ら
かになった場合においても同様とします。 
 

点検名称 対象施設 頻度 根拠法令 
ダイオキシン類ばい測定 有害鳥獣焼却処理施設 年１回 ダイオキシン類対策特別

措置法 
ダイオキシン類作業環境測定 有害鳥獣焼却処理施設 年２回 労働安全衛生法 
冷凍機器保守点検 有害鳥獣焼却処理施設 年１回 フロン類の使用の合理化

及び管理の適正化に関す
る法律 

防災設備保守点検 有害鳥獣焼却処理施設 年２回 消防法 
 
 
基本的な修繕や改修等の対策の優先順位は以下のとおりとします。 

① 施設利用者の安全確保を図る整備 
② 法定点検結果の対応 
③ 施設運営に支障をきたす恐れのある設備等改修 
④ 屋根・外壁等の漏水 
⑤ 電気設備・機械設備の保守 
⑥ その他通常の維持管理に関する修繕 
 
定期的な修繕等を実施することにより、耐用年数以上の使用を目指します。 
利用者の利便性向上を伴う改修、屋根、外壁等の安全対策や施設運営上、重要な改修について

は、当計画に位置付けることとします。 
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第３章 基本方針                                      

 

１ 公共施設等総合管理計画の基本方針                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（館山市公共施設等総合管理計画（R4.12 月）より抜粋） 

 

 

 

 

公共施設の整備・管理に関する「基本方針」  
 

 

 

一  公共施設の統廃合を実施する  

◇  国・県・民間施設など市内・郡内に所在する全ての施設の全体的

な総量を考慮し「将来人口・利用実態・費用対効果・社会情勢（市

民ニーズ）の変化」を踏まえ、『地区単位』又は『施設分類単位』

にて、公共施設の統廃合を実施する  

 

二  公共施設の機能複合化を実施する  

 ◇  単体的な公共施設の機能を見直し、施設機能の複合化を行い、利

用率の向上を図り、地域コミュニティの活性化・子育て環境の充

実・交流人口の増加などに資する「魅力ある公共施設」への転換

を実施する  

 

三  民間や地域（市民）活力を導入する  

 ◇  これまで提供してきた公共施設における行政サービスは、「真に

行政が主体として担うべき性質のものなのか」という視点に立

ち、民間事業者や市民との協働により、施設の売却・譲渡又は運

営権の委託等を実施する  

※  官民連携については、PPP／PFI など先進自治体の導入事例な

どの調査検討を行い、最適な手法・方策により推進する  
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〇個別施設計画の見方

　　計画期間

　　・施設方向性：「館山市公共施設等総合管理計画」を踏まえた今後の施設方向性を記載しています。（継続的に検討・協議等を行い、内容を変更する場合があります）

　　・対策内容　：施設方向性に基づく対策内容を記載しています。（内容や時期が変更となる場合があります）

　　・概算費用（千円）：対策内容に係る概算費用を記載しています。（随時、修正する場合があります）

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

整備 消耗品交換 消耗品交換 消耗品交換 部品交換 炉内補修 消耗品交換 消耗品交換 部品交換 消耗品交換

97,900 150 150 150 1,050 4,800 150 150 1,050 150 105,700

対策内容

実施年度

施設方向性（R4～R13） ➁維持保全（維持修繕）

第４章　個別施設計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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施設名称 計画期間

1 有害鳥獣焼却処理施設 費用　計

（10年間）

備考

令和４年度に完成し、施設の状態は良好のため、「維持保全（維持修繕」とする。

年１回焼却炉メーカーによる定期点検及び、消耗品の交換を行う。

運用４年ごとに焼却炉散気管、測温体、燃油挿入管、散水ノズル、隔壁ブロックの交換が必要とな

る。また、運用５年ごとに焼却炉内の耐火材補修及び、サイクロン内筒交換が必要となる。

施設作業員による日常点検を継続して実施し、修繕が必要な箇所が発生した場合には、速やかに修繕

を行う。建築物の屋根等の主要構造部に対しても同様に日常点検等を行い、必要に応じて修繕を行

う。概算費用（千円）



 

 

第５章 計画の継続的運用方針等                                              

 

１ 維持管理の項目・手法等                               

 

施設を適切に管理するために、修繕等の工事、法定点検だけではなく、日常的な点検を定期的

に実施し、施設の維持管理水準の向上に努めます。劣化状況を常日頃より把握し、必要に応じて

本計画に反映していきます。 

 

点検種類 内容 頻度 担当者 

日常点検 建築物や設備、工作物

の状況把握、清掃等 

定期的に実施 施設所管課担当者 

法定点検 

 

法令等に基づく内容 

 

各種周期に基づく 専門業者 

 

２ 施設データの整備と活用                                

 

 施設老朽化、財政状況、人口減少や利用者ニーズ等の変化に対応するため、施設の利用状況や

点検状況、コスト、修繕履歴等について、把握することとします。 
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３ 推進体制について                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公共施設等総合管理計画において定めた推進体制に基づき、本計画を着実に推進していくため、

維持管理や点検・施設利用データ等の把握を行う施設所管課（担当課）と計画の進捗管理を行う

企画課が連携を図ります。 

 

庁内連携体制 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈農水産課〉 

施設の維持管理（点検・修繕等） 

データ把握、老朽化対策 

〈企画課〉 

公共施設等総合管理計画 

・個別施設計画 進捗管理 

連携 

 

●  全庁情報共有  ⇒  政策調整会議～三役会  

 

●  重要事項決定  ⇒  行財政改革推進本部  

   本部長（市長）  副本部長（副市長）  

   本部員（各部長級）  

総合政策部  

企画課  
関係部署  相互協力  

による実行  

推  進  体  制  
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４ 計画の見直し等について                                

 

≪計画見直しの実施時期等について≫ 

計画見直しの実施時期については、令和８年度（2026 年度）に全体見直しを行い、改訂を実施

する予定です。 

なお、改訂時期に関わらず、工程の変更や施設方向性に変更があった場合などは、随時反映す

ることとし、次項に履歴を記録することとします。 

 

 

 
 

５ 変更、改訂等履歴                                   

 

変更（改訂）等年月 内容 備考 

令和５年６月 策定 ― 
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館山市公共施設 個別施設計画 

〈有害鳥獣焼却処理施設〉 

 

策定年月   ：令和５年６月 

 

問い合わせ先 ：館山市 経済観光部 農水産課 

電話：0470-22-3397（直通） 

 

 



基準日： 令和5年5月1日

施設名称 担当課 所在地

大分類 中分類 小分類

102 ㎡

303 ㎡

地区名称 豊房地区 2,262

主な維持管理経費の推移（千円）

R５年度 R６年度 R７年度 平均

電気代 ー ー ー ー

修繕料 ー ー ー ー

（備考）

R５年度 R６年度 R７年度 平均

焼却頭数 ー ー ー ー

0 0 0 0 0

ー

駐車台数 なし EV設置

水洗トイレ トイレなし オストメイト

授乳 ー おむつ替え ー お湯 ー

年度

該当なし

備考：
※平成23年度から令和3年度の期間における直近の支出履歴（工事請負費）を掲載しています。
※工事請負費における10万円未満の支出、災害復旧費、施設修繕料や定期的なメンテナンスに係る費用は除いています。

〔令和３年度版〕館山市建築系公共施設カルテ

土地所有者

建築年月日 2023年3月9日

ー

市有地

農水産課 出野尾534-1

配置形態 隣接：出野尾多目的広場、清掃センター、井戸浄水施設建屋

指定管理者名称 ー

有害鳥獣焼却処理施設代表建築物

根拠条例 館山市有害鳥獣焼却処理施設の設置及び管理に関する条例

赤ちゃんの駅 その他 ー

〇 直 近 の工 事  : 支 出 履 歴 　

工事名称 費用（単位：円） 備考

ー

外観写真
敷地面積

延床面積（各棟合計）

ー（平屋建）

有害鳥獣焼却処理施設

〇 主 な 施 設 情 報

有害鳥獣焼却処理施設

複合施設名称

運営形態 直営：農水産課

なし

地区人口（人）R3.4.１時点 中学校区 館山中学校 小学校区 豊房小学校

区域外

〇 設 備 情 報

再生可能エネルギー設備

開館時間

月・8月13日～16日・年末年始

火～日：7：30～12：30

休館日

指定管理期間

ートイレなし

〔土石流〕

ー

出入口スロープ車いすマーク駐車場1

区域外

多目的トイレ洋式トイレ トイレなし

土砂災害区域

〔急傾斜地の崩壊〕 〔地滑り〕

区域外ー ー

防災
備蓄

ー

清掃・衛生環境系施設 衛生施設

焼却頭数の推移

ー

指定避難所（初動 または 増設）

地震避難予定場所 津波避難予定場所 風水害避難予定場所



延床面積
（㎡）

階数 建築年 築年数 耐用年数 耐震基準 耐震改修 健全度

102 地上1階 2023 0 31 新 ー 100

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー

ー

ー

有害鳥獣焼却処理施設

構造

鉄骨造

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

備考：
※築年数の赤字は、耐用年数超を示しています。
※健全度は、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（H29.3月）」に基づき、部位毎に評価を行い、算出した数値となります。
※健全度40未満は赤字としています。
※物置・倉庫等の小規模の建物は除いています。

ー

有害鳥獣焼却処理施設

〇 棟 情 報

棟名称

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー


